
環境消毒について
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「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」
（令和4年3月11日付け健感発0311第8号）

・感染症の病原体に汚染された機器・器具・環境の

消毒・滅菌方法について記載されている。

・病原体毎に有効な消毒方法を示している。

※消毒方法の例

熱水

消毒薬（消毒用ｴﾀﾉｰﾙ、次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 等）

ホルマリン燻蒸
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「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」
（令和4年3月11日付け健感発0311第8号）

←こちらでスマートフォンからでも確認できます

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/000911978.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000911978.pdf


主な病原体の消毒方法

○ノロウイルス

・次亜塩素酸ナトリウム

○腸管出血性大腸菌

・次亜塩素酸ナトリウム

・消毒用アルコール

・第４級アンモニウム塩（塩化ベンザルコニウム等）
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主な病原体の消毒方法

○新型コロナウイルス

・熱水

・消毒用アルコール

・次亜塩素酸ナトリウム

・洗剤（住宅家具用洗剤、台所用洗剤等）

・次亜塩素酸水
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消毒と除菌

「消毒」は、菌やウイルスを無毒化すること。

「薬機法」（※１）に基づき、厚生労働大臣が品質・有
効性・安全性を確認した「医薬品・医薬部外品」の製
品に記されている。

「除菌」は、菌やウイルスの数を減らすこと。「医薬
品・医薬部外品」以外の製品に記されることが多い。
「消毒」の表示がなくても、実際には細菌やウイルス
を無毒化できる製品もある（一部の洗剤や漂白剤な
ど）。

※１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律
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消毒と除菌

「医薬品・医薬部外品」の「消毒剤」であっても、それ
以外の「除菌剤」であっても、全ての菌やウイルスに
効果があるわけではないので注意が必要。

また、手指など人体に用いる場合は、品質・有効性・
人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外
品」（「医薬品」「医薬部外品」との表示のあるもの）を
使用すること。

どの消毒剤・除菌剤を購入する場合でも、使用方法、
有効成分、濃度、使用期限などを確認し、情報が不
十分な場合には使用を控えること。
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各消毒方法について
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・ 消毒用エタノール

・ 次亜塩素酸ナトリウム 等

※ 薬剤は使用方法（濃度・用途など）を守る

※ 先に洗剤で汚れを落としてから、殺菌する

２. 薬剤による消毒

・ 80℃～（病原体によって温度は異なる）の熱水

※洗えるものに利用可能

（給湯器のお湯だと温度が低いため、沸騰させたお湯で）

１. 熱による消毒

主な消毒方法は、熱と薬剤
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①消毒用エタノール

・７０％以上９５％以下のエタノール

・市販されているアルコール製品の中には、
70％未満の物もあるので注意。
（その場合、「消毒用」とは記載されていないので、
使用前に確認してください。）

濃度が記載されていない商品ではエタノール
濃度が70％未満の場合があるので、消毒用として
の使用には適さないおそれがある。
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①消毒用エタノール

・ 効きにくいウイルスあり（ノロウイルス等）

・ 汚れが残っていると効果がない

・ 水分が残っていると効果がない
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取り扱い時の注意点



②次亜塩素酸ナトリウム

・塩素系漂白剤
・商品名は「ハイター」、「ブリーチ」 等
・使用方法に従い、薄めて使用する

「次亜塩素酸水」とは全く別ものです！！

次亜塩素酸ナトリウム：アルカリ性、原液は長期保存可能
次亜塩素酸水 ：酸性、不安定で時間とともに急速に

効果が無くなる
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②次亜塩素酸ナトリウム

○換気をする

○手袋、マスクを着用する

○次亜塩素酸ナトリウムで清拭後、水拭きをして
乾燥させる
（水拭きをしないと、変色や金属のさびの原因になる）

必ず換気！
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取り扱い時の注意点



②次亜塩素酸ナトリウム

○噴霧しない（吸引すると有害）

○光や高温に不安定なので、薄めた液の作り置きは
避ける
（冷暗所保存では２週間程度使用可能）

○酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険！
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取り扱い時の注意点

←アルミホイル
などで覆う



次亜塩素酸水について

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により消毒用エタ
ノールの入手が困難になり、代わりに使用できる商品として
広く販売されるようになった。
・元々は食品添加物として野菜等の消毒に使用。
（「食品添加物」の表示がある商品のみ使用可。）

・食品添加物の次亜塩素酸水は塩酸又は食塩水を電解す
ることにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液。

・食品添加物では殺菌料の一種であり、調理器具や容器、
野菜・果物等の殺菌方法として大量調理施設衛生管理マ
ニュアル（厚生労働省作成）に規定されている。

「次亜塩素酸ナトリウム」「亜塩素酸水」とは全く別もの！！
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次亜塩素酸水について

・食品添加物以外の次亜塩素酸水について、新型コロナウ
イルスとノロウイルスに対する消毒効果を国が検証している。

→ 新型コロナウイルスに対しては、下記条件で効果あり
１）消毒したいモノ（場所）の汚れをあらかじめ落としておく
２）有効塩素濃度８０ppm以上の次亜塩素酸水で消毒したいモノの

表面をヒタヒタになるまでたっぷりぬらす
３）２０秒以上おいてから、きれいな布やペーパータオルでふきとる
４）汚れがひどい場合は有効塩素濃度２００ppm以上のものを使用

→ ノロウイルスに対しては、商品によっては効果がない
ものあり
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ノロウイルスの消毒は次亜塩素酸ナトリウムで！！



・噴霧しない

→ 消毒薬は「清拭」「浸漬」が基本

消毒剤は対象物に触れることで効果が発揮される

ため、環境表面や空間に噴霧するだけでは消毒剤の
触れる箇所にムラができ、十分な効果は得られない。

厚生労働省は消毒剤や、その他ウイルスの量を減

少させる物質について、これが人の眼に入ったり、皮
膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある状況
での空間噴霧はすすめられない、としている。

消毒時の注意点
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・濃度と作用時間を守る
→ どの消毒方法であっても確実に消毒

するためには濃度と作用時間が大切

製品に記載された使用上の注意をよく読み、正しく

守ること。「消毒用」or「除菌用」の記載もチェック！

使用の際は、濃度や使用期限等を確認すること。

消毒薬の種類によっては遮光性のボトル等を使用し、
冷暗所に保管すること。

消毒時の注意点
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次亜塩素酸ナトリウムを使用した消毒

（ノロウイルス）
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ノロウイルスの場合

消毒液の作成方法（原液濃度５％使用）
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0.2％の濃度の消毒液の作り方（２L）

5％次亜塩素酸ナトリウム液８０mL

ペットボトルのふた
約１６杯分

５ｍｌ
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＝
２Lペットボトルに上記の量を
入れた後、水を入れて希釈する

あらかじめ80ｍｌの位置に
ラインを入れておくと、
作る時に簡単です

飲み物では
ありません！

←注意表示
をする

次亜塩素酸Na



適切な消毒で
感染症対策を実施してください
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